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岡山県電子申請サービスを利用した第一種フロン類充塡回収業者登録（登録の更新）申請の申請者マニュアル 

 

 

申請手順 申請画面 

(1)岡山県ホームページ（https://www.pref.okayama.jp/）にア

クセスし、「ネットで行政サービス」の「電子申請サービス」を

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)手続き先の県・市町村を選択で「岡山県」をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

代理人による申請を行う場合は、下記の電子申請サービスマ

ニュアルの第４章 代理人申請 に記載していますので、マニ

ュアルに従って、申請を行ってください。 

 

URL：https://apply.e-tumo.jp/help/PREFOY/ 

 

https://www.pref.okayama.jp/）にア
https://www.pref.okayama.jp/）にア


2 

 

(3)検索キーワードに「フロン」等を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)第一種フロン類充塡回収業者登録申請は申請先の県民局毎に

なっていますので、申請の手引きに記載している県民局をクリッ

クしてください。 

 

※岡山県環境企画課の HP の第一種フロン類充塡回収業者登録申

請のページにも申込先の URL を掲載していますので、そちらをク

リックし、直接アクセスすることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請先に誤りがないか確認をし、クリック 
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(5)該当する県民局をクリックすると、手続き申込み画面が表示さ

れます。このとき、「利用者登録せず申し込む」事も可能です。 

【既に利用者登録がお済みの場合】 

利用者 ID の欄に利用者登録時に使用したメールアドレス又は

IDを入力し、パスワード欄にパスワードを入力してください。 

 

【利用者登録せず申し込みを行う場合】 

利用者登録をせずに申し込む場合は、「利用者登録をせずに申

し込む方はこちら」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者登録をしない場合は、こちらをクリック 

既に利用者登録がお済みの場合は、こ

ちらに ID、パスワードを入力 
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※こちらは利用者登録をしない場合の手順です。 

(6)手続き説明や利用規約をご確認いただき、内容をご理解いただ

けましたら、「同意する」をクリックしてください。 
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※こちらは利用者登録をしない場合の手順です。 

(7)連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリックして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)連絡先メールアドレスに申込画面への URL を記載したメール

が送信されますので、当該 URL にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子納付】第一種フロン類充填回収業者登録申請（備中県民局） 
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(9)申請者情報を入力してください。 

①申請者について個人か法人どちらか選択してください。 
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②必要事項を入力してください。 

【法人の場合】 

① 郵便番号 

② 住所 

③ 法人の名称 

④ 代表者の役職 

⑤ 代表者の氏名 

⑥ 担当者の所属 

⑦ 担当者の氏名 

⑧ 電話番号 

⑨ メールアドレス 

 

【個人の場合】 

① 郵便番号 

② 住所 

③ 氏名 

④ 電話番号 

⑤ メールアドレス 
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(10)申請内容を入力してください。 

① 申請日は入力している日が自動的に入力されます。 

② 申請の種類を「新規」又は「更新」から選択してください。 

③ 手続の提出先を選択してください。 
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(11)申請書を登録してください。 

申請書に必要事項を記入の上、PDF又は Word ファイルを登録 

してください。 

 

(12)法人の方は添付書類１（法人のみ）について、個人の方は本

人確認の方法について（個人のみ）をご確認ください。 

 【法人の場合】 

 ・ 添付書類の省略に関する申立書を提出する場合は、申立書

に必要事項を記入の上、PDF又は Word ファイルを登録してく

ださい。 

 ・ 県による登記情報連携システムの利用を希望しない場合は、

申立書は登録せず、法人（商業）登記事項証明書（原本）を郵

送してください。 

 【個人の場合】 

 ・ 県による住民基本台帳ネットワークを用いた本人確認情報

の確認を希望するかどうか選択してください。 

 ・ 希望しない場合は、住民票（コピー不可、発行日から３箇

月以内、個人番号（マイナンバー）記載なし）を郵送してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書を登録してください。 

申立書を提出する場合は、こちらから登

録してください。 

内容をご確認いただき、どちらかを選択

してください。 
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(13)フロン類回収設備に関する書類を登録してください。 

  説明文をご確認いただき、フロン類回収設備に関する書類を 

PDF 又は Wordファイルで登録してください。 

 

(14)誓約書を登録してください。 

  誓約書に必要事項を記入の上、PDF又は Wordファイルを登録 

してください。 

(15)十分な知見を有する者に関する書類を登録してください。 

 説明文をご確認いただき、十分な知見を有する者に関する書

類を PDF 又は Wordファイルで登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロン類回収設備に関する書類

を登録してください。 

誓約書を登録してください。 
十分な知見を有する者に関する

書類を登録してください。 
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(16)添付書類の郵送が必要かどうかご確認ください。 

  内容をご確認いただき、該当する項目すべてにチェックを入 

れてください。 

 

 

 

 

(17)上記(16)にて郵送が必要な場合に該当する方は添付書類等を

郵送してください。 

  郵送する添付書類等については上記(16)及び申請の手引きで

ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の内容をご確認いただいたら、チェックボックスにチェ

ックを入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【郵送等により送付する際の注意点】 

・(11)で登録した申請書の写し（電子申請システムで登録した

申請書を印刷したもの）を一番上にして同封してください。 

・申請書の写しの右上部分に、申請完了後に表示される整理番

号を記載してください。 

・この申請日から１週間以内に必着となるように郵送（書留）

してください。 

※１週間以内に届かない場合は、却下となりますのでご注意

ください。 

郵送が必要な方は内

容をご確認いただき、

チェックボックスに

チェックを入れてく

ださい。 

内容をご確認いただき、該当する項目

すべてにチェックを入れてください。 
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(18)納付情報についてご確認ください。 

納付額は自動計算のため入力不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19)全ての入力を終えたら、「確認へ進む」をクリックしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに記載されている支払期限にかかわらず、申

請日から２週間以内にお支払いください。 

【納付する際の注意点】（詳細な納付方法は(22)以降参照） 

金額の横に表示された支払期限や支払画面に表示される

支払可能期限にかかわらず、申請日から２週間以内にお支払

いください。 

２週間以内に支払がない場合は、申請が却下となりますの

で、ご注意ください。 

※手数料の納付については、別途、メールにより案内が送信

されます。 
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(20)申込内容をご確認いただき、問題なければ、「申込む」をクリ

ックしてください。 
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(21)申込み完了の画面が表示されるとともに、申込みの完了のメ

ールが送信されます。なお、このメールのみでは申込手続が完

了したことにはなりません。 

  （整理番号とパスワードが記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈メール画面〉 
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(22)添付書類が揃い、申請内容等に不備がないことが確認された

ら、受付完了メールが送信されます。 

  メール本文に記載されている URL をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)電子申請システムの画面が表示されますので、(21)で発行さ

れた「整理番号」及び「パスワード」を入力し、「照会する」を

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈メール画面〉 
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(24)納付情報にある支払い方法のうち、いずれか１つをクリック

し、案内に従いお支払いをお願いします。 

 ※各種支払いの詳細については、下記 URLを参照ください。 

なお、電子納付された場合、原則として領収書は発行いたしま

せんので、領収済証明書の発行を希望される場合は下記 URL を

参照ください。 

 URL：https://www.pref.okayama.jp/page/864226.html 

 

※(18)にも記載していますが、申請日から２週間以内にお支払

いください。 

   ２週間以内に支払がない場合は、申請が却下となりますの

で、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


